
 亀山市表彰条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１月９日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第１号  

 

   亀山市表彰条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 亀山市表彰条例施行規則（平成１７年亀山市規則第１２３号）の

一部を次のように改正する。  

 第２条に次のただし書を加える。  

ただし、第２号から第６号までに掲げる者にあっては、当該職

に在職している場合を除く。  

 第２条第５号中「にある」を「にあった」に改める。  

   附  則  

 この規則は、平成２７年１月１２日から施行する。  


